
■ 調停 

第三者（調停人）の仲介によって解決案（調停案）が作成・提示され、これに当事者が同意す

れば解決となります。 

もし調停案が気に入らなければ、これを拒否することもできます。 

 

 

 

 

「あっせん」と「調停」は、手続に関与する第三者が積極的に解決案を提示するかどうかで一

般的には区別されます。機関によっては「あっせん」においても解決案を提示するところもあ

ります。 

区別の仕方は各機関によって異なりますので、ご利用の際は各機関がどのような活動を行

っているかを事前によく確認することが重要です。 

■ 仲裁 

当事者間の合意（これを「仲裁合意」といいます）に従って、第三者（仲裁人）が紛争につい

て判断（仲裁）を行い、当事者がその仲裁判断に従うことで紛争を解決します。仲裁判断は、

裁判の判決と同じように、強制力が認められています。 

 

 

 

 

 

さまざまなＡＤＲがありますが、大きく分類すると次のようなタイプにわけることができます。  

■ 助言型 

当事者間の自主的な解決を促すために第三者が助言を行うもの 

例：相談 

 ※一般的には「あっせん」「調停」「仲裁」による解決をＡＤＲと呼んでいますが、ここでは広

くとらえて、「助言」もＡＤＲの一つとして含めています。  

■ 調整型 

当事者間の合意により紛争の解決を図ろうとするもの 

例：調停、あっせん  

「助言」「あっせん」と「調停」は、当事者の合意による自発的解決を補助するための手続で
す。 
有効なあっせん・調停が行われた場合には、みずから解決法を選択できるため、当事者が
納得しやすい紛争解決が可能です。  
ただし、合意した解決案を相手に強制することはできません。 

「仲裁」のメリットは、簡易・迅速性、柔軟性といった他の手続と同様のメリット以外に、仲裁
人の提示した解決案を相手に強制することができる、ということがあげられます。ただし、
仲裁合意を行うと、その紛争については裁判を受けられなくなってしまうという効果が発生
してしまいます。また、仲裁には上訴に相当する制度がなく、仲裁判断に不服を申し立てる
ことはできません。 

ＡＤＲにはどんなタイプのものがあるのですか？ 

手続の種類による分類 
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■ 裁断型 

あらかじめ第三者の審理・判断に従うという一般的な合意の下に手続を開始するもの 

例：仲裁  

■ 司法型 

裁判所内で行われるもの 

例：民事調停、家事調停 

■ 行政型 

独立の行政委員会や行政機関などが行うもの 

例：全国の消費生活センターや国民生活センターの相談、あっせん 

 →全国の消費生活センターや国民生活センターではどんなことをしているのですか？ 

 公害等調整委員会、建設工事紛争審査会  

■民間型 

弁護士会、消費者団体、業界団体などが運営するもの 

例：弁護士会仲裁センター、各種ＰＬセンター 

 民間の事業者が行うＡＤＲについては、 

 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（ＡＤＲ法）（←条文）という法律が定め

られています。 

 

裁判とＡＤＲには、多くの点で違いがあります。 

裁判を起こすのに相手の同意は必要ありませんが、あっせん・調停・仲裁手続では相手の同

意がなければ手続を始められません。 

裁判は、原則的に公開で行われますが、ＡＤＲは非公開で行われます。 

裁判では、第三者である裁判官が解決案となる判決を下します。 

判決には強制力があり、当事者がこれを拒否することはできませんが、控訴・上告することが

できます。 

ＡＤＲのうち、調停・仲裁手続では解決案が提示されますが、調停手続で提示された解決案に

は強制力がありません。 

仲裁手続で提示された解決案には強制力があり、これを拒否したり、不服を申し立てることは

できません。 

※一般的には「あっせん」「調停」「仲裁」による解決をＡＤＲと呼んでいますが、ここでは広くとら

えて、「助言」もＡＤＲの一つとして含めています 

 

提供主体による分類 

裁判と ＡＤＲ の違いは？ 
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手続を利用するのに相手の同意が必要か 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

必要 
不必要 必要 必要 

（仲裁合意） 
不要 

第三者が解決案を提示するか 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

しない しない する する する 

（＊1） （＊2） （調停案） （仲裁判断） （判決） 

＊1 必要な対応を助言 

＊2 機関によっては提示 

 

提示された解決案を拒否できるか 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

― できない 
― 

（＊3） 
できる 

（訴訟の提起不可） 
できない 

＊3 提示された場合には拒否できる 

 

解決案を相手に強制できるか 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

― 
― 

（＊4） 
できない できる できる 

＊4 提示された場合でも強制できない 

 

手続・解決案は公開されるか 

ＡＤＲ 

助言 あっせん 調停 仲裁 
裁判 

されない されない されない されない される 
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